
長野県松本市 

 
1. 事業内容 
担当課等 商工課 

TEL：0263-34-3270 FAX：0263-34-3008  
助成事業名 製造業等活性化支援事業助成金 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 ・産学共同研究事業又は新産業創出事業のうち、市長が適当と認めた事業(以下「助

成対象事業」という)を行う中小企業者等とする。 
※産学共同研究事業：新技術・新製品等の早期実用化を図るため、大学・公設試験

研究機関等と共同研究契約若しくは委託研究契約を締結し、又は大学・公設試験

研究機関等から技術指導を受けて行う事業をいう。 
※新産業創出事業：新分野・異分野への進出又は新技術・新製品の開発を図るため、

単独又は他の企業と連携して行う事業及び新市場の開拓を図るため、異分野の企

業等と連携して行う事業をいう。 
助成内容 ・対象経費は、以下の通り。 

① 原材料費 
② 構築物費 
③ 機械装置・工具器具費 
④ 外注加工費 
⑤ 技術指導受入費 
⑥ 直接人件費 
⑦ 委託費 
⑧ 共同研究・委託研究費 
⑨ 事務経費 
⑩ 産業財産権出願経費（開発成果の産業財産権取得のための国内出願料及び

出願に要する弁理士等の経費） 
助成期間 ・会計年度内 
助成金額、補助率 ・経費に対する助成率は、1/2 以内。助成金の限度額は、100 万円。助成金の交付

は、1 事業に対し 1 回。 
産業財産権の帰属 ・申請事業者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・4 月 1 日～5 月 31 日 
審査（選考）方法 ・担当部署による書類審査及び面接 
申請に係わる必要

書類等 

・助成金交付申請書に以下の書類を添付。 
(1)事業主体に関する説明書 
(2)収支予算書 
(3)直近 2 期分の貸借対照表及び損益計算書 
(4)契約書の写し(契約に基づき実施する場合に限る) 
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

支払い方法等 ・事業終了後精算払い 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額 ・ 2009 年：5 件、4,476,157 円 

・ 2010 年：2 件、2,000,000 円（未確定） 
応募件数 ・ 2009 年：5 件 

・ 2010 年：2 件 
事業予算規模 ・ 例年 2 件分を予定。応募状況により補正対応有り 
パンフ等の有無 ・ 特になし 
 



 

5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等 ・実績報告書に以下の書類を添付。 

(1)収支決算書 
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

・助成を受けた者は、市長が必要と認めるときは、事業の成果を発表しなければな

らない。ただし、特許出願中又は出願予定の技術等については、この限りでない。

 

6. 平成 23 年度の計画・予定等 
計画・予定等 変更なし 
 
 


